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広報もとみや　平成18年12月

６．職員の研修及び勤務成績の評定の状況

研　　　修　　　名
東北六県中堅職員（市町村）研修
新規採用職員研修課程（前期）
新規採用職員研修課程（後期）
ステップ１研修課程
ステップ２研修課程
ステップ３研修課程
ＯＪＴ研修課程
管理者１部研修
管理者２部研修
政策形成基礎講座
政策形成研究講座
住民参加型政策形成研究講座
発想力養成講座
社会調査技法講座

人　数
2人
3人
3人
4人
7人
3人
1人
2人
3人
3人
2人
2人
2人
1人

研　　　修　　　名
社会調査のためのデータ分析講座
ディベート講座
政策評価講座
政策法務講座〈基礎コース〉
政策法務講座〈応用コース〉
政策法務講座〈実践コース〉
住民の心をつかむプレゼンテーション講座
相互満足（Win－Win）交渉術講座
組織活性化講座
目標管理講座
自治体経営講座
ＯＪＬコーディネーター養成講座
行政課題セミナー
これからのまちづくり推進講座
　　　　　　　　合　　　　計

人　数
1人
2人
2人
1人
1人
1人
1人
1人
1人
1人
1人
1人
10人
1人
63人

（１）職員研修の実施状況（平成17年度）

７．職員の福祉及び利益の保護の状況

健 康 診 断 の 種 類
生活習慣病予防集団検診
人間ドック

対 象 者 数
119人
71人

受 診 者 数
113人
69人

（１）健康診断の実施状況（平成17年度）

８．公平委員会の業務の状況（平成17年度）

　地方公務員法第７条第３項の規定により、町は公平委員会を置くこととされ、本町では、同法第７条第４項の規定により公平委員会の
事務を福島県人事委員会に委託しています。また、毎年７月末までに福島県人事委員会から前年度の業務の状況の報告を受けることとし
ています。

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況
　　　該当なし
（２）不利益処分に関する不服申立ての状況
　　　該当なし
（３）人事行政相談の状況
　　　該当なし
（４）その他
　①職員団体の登録の状況
　　ア　登録職員団体名
　　　　自治労本宮町職員労働組合
　　イ　変更登録年月日とその内容
　　　　該当なし
　②管理職員等の範囲の指定の状況（県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の職員に係る管理職員等の範囲を定める規則の
　　改正月日）
　　　平成17年９月２日

公
務
災
害

通勤災害（通退勤途上中の負傷）

区　　　　　　　　　　　　　分
職務遂行中の負傷
職務に伴う合理的行為又は準備・後始末中の負傷
出張中の負傷
レクリエーション参加中の負傷
その他の行為中の負傷

災　害　件　数
1件
0件
2件
0件
0件
1件

（２）公務災害等の発生状況（平成17年度）

（２）勤務成績の評定
　　未実施

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

１週間の勤務時間

40時間

（１）職員の勤務時間（標準的なもの）

４．職員の分限及び懲戒処分の状況（平成17年度）
処分内容

分
限
処
分

懲
戒
処
分

処分者数
0人
0人
0人
0人
0人
0人
0人
0人
4人

免 職
降 任
休 職
降 給
失 職
免 職
停 職
減 給
戒 告

処　分　理　由

交通事故・道路交通法違反

内　　　　　　　容

５．職員の服務の状況（平成17年度）

区　　　　　分
命令に従う義務

（地方公務員法第32条）
信用失墜行為の禁止

（地方公務員法第33条）
秘密を守る義務

（地方公務員法第34条）
職務に専念する義務

（地方公務員法第35条）
政治的行為の制限

（地方公務員法第36条）
争議行為等の禁止

（地方公務員法第37条）

営利企業等の従事制限
（地方公務員法第38条）

内　　　　　容

職員は、法令等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

職員は、職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

職員は、勤務時間中、職務に注意力のすべてを用い、職務にのみ専念しなければならない。

職員は、政治活動等をしてはならない。

職員は、ストライキ等をしてはならない。

職員は、許可を受けなければ、営利を目的とする会社その他の団体の役員等を兼ね、
若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは
事務にも従事してはならない。

違反者数

0人

0人

0人

0人

0人

0人

0人

　地方公務員法第30条では、すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げて
これに専念しなければならないこととされ、この服務の根本基準を実行するため、職員には次のような義務や制限が課されています。

総付与日数Ａ
4,259.0日

開始時刻

８：30

総取得日数Ｂ
1,070.8日

終了時刻

17：15

対象職員数Ｃ
108人

休息時間
12：00～12：15
17：00～17：15

平均取得日数Ｂ／Ｃ
9.9日

休憩時間

12：15～13：00

取得率Ｂ／Ａ
25.1％

（２）年次有給休暇の取得状況（平成17年１月１日～平成17年12月31日）

※対象職員は、町長事務部局に勤務する非現業の一般職員。

休　暇　の　種　類
年次有給休暇
病気休暇

特別休暇（主なもの）

介護休暇

内　　　　　　　　　　　容
１暦年ごとに20日とし、20日を超えない範囲内の残日数を繰り越すことができる。
負傷又は疾病のための休暇　90日以内の期間
産前・産後休暇　　出産の予定日前８週間以内及び出産後８週間以内の期間
妻の出産休暇　　　２日以内
育児休暇　　　　　１日２回各45分以内
子育て休暇　　　　１年に７日以内　※中学校就学前の子に限る
忌引休暇　　　　　続柄及び死亡時の生計関係により１～７日
夏季休暇　　　　　７～９月に５日以内
ボランティア休暇　１年に５日以内
結婚休暇　　　　　連続する７日以内
父母の祭日休暇　　その都度１日以内
ドナー休暇　　　　必要と認められる期間
リフレッシュ休暇　勤続20年満了で２日以内
　　　　　　　　　勤続30年満了で３日以内
公民権行使のための休暇　必要と認められる期間
負傷、疾病又は老齢により２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある親族を
介護する休暇　連続する６月の期間内において必要と認められる期間

備考

無給

（３）休暇制度の概要

　分限処分とは、公務能率の維持を目的に職員になさ
れる処分であり、勤務成績が良くない場合、心身の故
障によるものや職に必要な適格性を欠く場合の処分が
あります。

　懲戒処分とは、制裁的処分であり、職員の義務違反
に対するものや全体の奉仕者にふさわしくない非行の
あった場合があります。




